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公共測量標準図式の運用について

　当協会は、公共測量作業規程の準則が定める測量成果の検定における第三者機関として検定を行っています。この資料は、新たに作成する地図成果品の品質を確保し、より良い測量成果品を得ること
を目的として作成したものです。本資料の作成にあたっては、当協会が地図成果品の検定作業を通じて得られた知見をもとに、測量技術者が現地調査や地図編集あるいは論理点検などの現場で役立つよ
うに、公共測量標準図式にコメントを加えた形でまとめたものです。
　本資料の利活用により、図式の解釈や図式記号の表示の統一が図られ、より良い地図成果品が得られることを期待しています。

  図式名称の下段に「目視検査の誤り」、「論理検査の誤り」及び 「取得表示の事例」を設けて、地図情報レベルを　赤色（共通）、青色（500 1000）、緑色（2500 5000）の3区分にして、主な表示
の誤りや不適切な表現事項などを記述しています。

  本資料は現地調査や地図編集を行う際に、地形・地物等のデータ取得や図式解釈で判断に迷った時に活用して下さい。

  適用・備考欄には、図式上の解釈の誤りや現地でデータ取得する際の間違いやすい事例などを写真、図例などを使用して解説しています。なお、日本測量協会所有以外の写真の出典は、「国土交通省
ホームページ」「国土地理院ウェブサイト」「Googleマップ/ストリートビュー」です。それぞれの写真の著作権は、国土交通省、国土地理院、Google、日本測量協会に帰属します。

　本資料は内部利用に留め、外部へのコピー・閲覧・貸与等は禁じます。

レ
イ
ヤ

デ
ー

タ

項
　
目

500 1000 2500 5000

図
形
区
分

デ
ー

タ

レ
コ
ー

ド

方
　
　
向

属
性
数
値

　幅員（道路縁から道路縁までの間をいう。）を縮尺化して表示
する道路で、地図情報レベル500ではすべての道路、1000では0.5m

以上の道路を表示する。

1.幅員が地図情報レベル 2500では1.0m以上、

　5000では2.0m以上の道路をいう。
2.市街地において、特に表示する必要がある
  幅員が 図上0.4mm未満の道路は、0.4mm

  として表示する。

（共通）
・○○○の表示の誤りがある。

（500  1000）
・○○○の表示の誤りがある。

（2500  5000）
・○○○の表示の誤りがある。

（共通）
・○○○の自己交差の誤りがある。

取得表示の事例

02 軽　車　道 一般 線 E2 6
　軽車道とは、幅員1.0m以上、2.0m未満の道路をいい、長さが図
上1.0cm未満のものは省略することができる。
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（街区線）
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取得表示の事例

・○○記号は、○○○として表示する。

・○○記号は、○○○として表示する。

・○○記号は、○○○として表示する。

線 E2 3

必要に応じて、図例、写真等でポイントを説明する。

必要に応じて、図例、写真等でポイントを説明する。

 中心線を取得

01

目視検査の誤り

必要に応じて、図例、写真等でポイントを説明する。

論理検査の誤り ・○○を自己交差しない。

　道路縁とは、道路法第2条第1項に規定

された道路にあっては道路構造令に定め

る歩道、自転車道、車道、中央帯、路

肩、又は植樹帯等で構成される道路の部

分で最も外側の線（植樹帯が最も外側に

ある場合には、当該植樹帯を除いた道路

の最も外側の線をいう。）、道路法第2

条第1項に規定する以外の道路にあって

はこれに準ずる線をいう。

　橋や高架、あるいは袋小路や敷地入り

口等で間断される箇所以外は一要素とし

て作成し、橋や高架等とは座標一致で連

続し、袋小路や敷地入り口等は間断区分

を設定して座標一致で連続させる。

一般

〇

 道路縁線を取得

1



交通施設（サンプル）
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　幅員（道路縁から道路縁までの間をいう。）を縮尺化して
表示する道路で、地図情報レベル500ではすべての道路、
1000では0.5m以上の道路を表示する。

1.幅員が地図情報レベル 2500では1.0m以上、5000では2.0m
以上の道路をいう。
2.市街地において、特に表示する必要がある幅員が 図上
0.4mm未満の道路は、0.4mmとして表示する。

(共通)
・道路縁（街区線）の表示の誤りがある。

（2500  5000)
・道路縁の隅切り及び道路幅員、道路形状等
の表示の誤りがある。

(共通)
・構成座標値の複数取得の誤りがある。
・構成線の自己交差の誤りがある。
・建物との図形間交差又は重複の誤りがあ
る。
・道路縁と道路縁の図形間交差の誤りがあ
る。

取得表示の事例

・構成座標値は複数取得をしない。
・構成線の自己交差をしない。
・建物との図形間交差又は重複取得をしない。
・道路縁と道路縁の図形間交差をしない。

E2

 道路縁線を取得

線

・道路縁は、道路の最も外側を取得する。また、道
路縁に官民の区別はなく、公園・工場等の敷地内等
は該当する記号で表示する。

〇

・道路台帳図の道路縁は、道路境界杭の位置ではな
く、側溝を含めた幅員で取得する。また、道路縁と
境界線が重複する場合には、道路縁を非表示とす
る。
・道路縁が不明瞭な場合は、前後の形状から判断し
て軽微な凹凸は平準化した道路形状で取得する。
・道路縁は、路肩・法肩・法尻等の最も外側の線と
なる。（図例①②）
・側溝L字・U字溝がある場合は、その側溝を含めた
道路縁を取得する。（図例③）

　道路縁とは、道路法第2条第1項に規
定された道路にあっては道路構造令に
定める歩道、自転車道、車道、中央
帯、路肩、又は植樹帯等で構成される
道路の部分で最も外側の線（植樹帯が
最も外側にある場合には、当該植樹帯
を除いた道路の最も外側の線をい
う。）、道路法第2条第1項に規定する
以外の道路にあってはこれに準ずる線
をいう。

　橋や高架、あるいは袋小路や敷地入
り口等で間断される箇所以外は一要素
として作成し、橋や高架等とは座標一
致で連続し、袋小路や敷地入り口等は
間断区分を設定して座標一致で連続さ
せる。
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取得表示の事例

・道路縁は、現地調査及び空中写真の判読を併用し
て道路の形状、隅切り等を取得する。（図例①）
・経年変化に伴う道路の形状及び道路幅員等は、現
地調査データを基に道路形状及び幅員等の確認を行
う。

地図情報レベル
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(500 1000)
・道路台帳図の道路縁で、道路幅員が道路境
界杭の位置で取得されている誤りがある。
・道路幅員の変化箇所、道路の交差部及び
カーブ等の道路形状が、スムーズに表示され
ていない不適がある。

論理検査の誤り
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白線

道路幅

道路縁

道路幅

道路縁

道路縁

道路幅員 道路幅

道路

道路幅員

道路縁

① ② ③

堅ろうへい

道路境界

杭

道路街区幅員

道路縁

道路街区線

道路縁

道路幅員

〇

〇

〇

〇

道路縁

道路街区縁

（誤）

堅ろうへい

側溝 （正）

堅ろうへい 道路縁

道路境界杭

道路幅員

側溝

道路の隅切り部

（誤）

道路の隅切り部表示なし

①

（正）

道路の隅切り部として表示
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